
鳥取県プロフェッショナル人材企業見学等交通費助成金交付要綱 
             
（趣旨） 
第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、鳥取県プロフェッショナル人材企業見学等交通費助成金（以下「本
助成金」という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 
第２条 本助成金は、県外に在住又は県外にある企業等に勤務するプロフェッショナル人材が、鳥取

県内企業に県内で勤務して就職するために参加した面接等に係る交通費を助成し、県外在住者のプ
ロフェッショナル人材の鳥取県内企業への就職を促進し、鳥取県内企業の人材を確保することを目
的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとす 
る。 

（１）県内企業 鳥取県内に本社、支社、支店、事業所等を開設している又は開設する予定の企業を 
  いう。 
（２）面接等 鳥取県立ハローワーク又はとっとりプロフェッショナル人材戦略拠点が仲介して行う 
  採用面接又は企業見学をいう。 
（３）県外在住者 鳥取県以外に居住している者をいう。  
（４）面接地 県内企業が面接等を実施する住所（鳥取県内に限る。）をいう。 
 
（助成金の交付） 
第４条 県は、第２条の目的の達成に資するため、本助成金の交付の対象となる者（以下「助成金対

象者」という。）に対し、予算の範囲内で本助成金を交付する。              
２ 助成金対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 
（１）鳥取県立ハローワークに求職登録をしている県外在住者 
（２）県外の企業等において、専門的な技術や免許資格、知識や技能などを有し、事業の企画運営、 
  海外進出、販路開拓、商品・サービス開発、生産性向上、技術開発、ＩＴ関連分野などにおいて、 

概ね３年以上の実務経験を有し、その技術や免許資格、知識や技能などを活かした職に就こうと 
する者 

（３）面接等の参加にあたり、鳥取県立ハローワークの支援を受けた者 
３ 前項の規定にかかわらず、とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点が支援する者については、 
 助成金対象者とする。 
 
（助成対象経費） 
第５条 本助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、別表第１欄に掲げ

る経費とする。 

 

（助成金の額）                                                       

第６条 助成金額は、別表第２欄に掲げる金額とする。 

 

（助成金の利用回数）                                                                      
第７条 前条の場合において、助成金対象者が本助成金を利用できる回数は、１企業当たり２回まで

とする。 
 
（交付申請の時期等） 
第８条 本助成金の交付申請は、面接等が終了した日から１月以内の日又は面接等の実施年度の３月

２０日のいずれか早いほうの日までに行うものとする。 
２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号によるもの 

とする。 
３ 第４条第３項に規定する者については、前項とあわせて、とっとりプロフェッショナル人材戦略

拠点支援証明書（別紙１）を添付しなければならない。 
 

（交付決定の時期等） 
第９条 本助成金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から３０日以内に行うものとする。 



２ 前項の通知は、様式第２号によるものとする。 
 

（実績報告の時期等） 

第１０条 規則第１７条第１項の規定による報告は、規則第５条の申請書の提出をもって報告があっ
たものとみなす。 

  

（調整） 

第１１条 国、県、市町村その他公的支援機関又は県内企業等から本助成金と同主旨の助成を受けて
いる場合は本助成金を支給しないものとする。 

 

（雑則） 
第１２条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本助成金の交付について必要な事項は、商工労働

部長が別に定める。 
 
附 則 
 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、平成２９年７月３日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
 
附 則 
 この要綱は、平成３１年２月２１日から施行する。 
 
附 則 
 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
 
 
 
別表（第５条、第６条関係） 
 

１ 助成対象経費 ２ 助成金額 
助成金対象者が県内企業への就職を目的とした面接等に参加するに 

あたり、助成金対象者の住所地等から面接地との往復の移動に要し 

た次に掲げる経費（経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び
方法に限る。） 

（１）鉄道賃 

（２）航空賃 

（３）バス料金 
（４）自家用車利用料 
（５）レンタカー賃借料 
（６）高速道路料金 
（７）宿泊料 
 
注１：自家用車利用料は、自家用車で移動した走行距離を算出（イン

ターネット等の推奨ルートで距離計算）し、１ｋｍあたり２５円を
乗じた額を助成対象経費とする。 

注２：レンタカー賃借料は、レンタカーで移動した走行距離を算出（イ
ンターネット等の推奨ルートで距離計算）し、１ｋｍあたり２５円
を乗じた額を助成対象経費に加えることができる。 

注３：宿泊料は、日帰りの面接等が困難な場合に鳥取県内の宿泊施設
の宿泊料を助成対象経費とし、助成対象経費の上限額は１泊あたり
８，２００円とする。 

（１）助成対象経費の合計額 
  の２分の１以下とし、 

１，０００円未満の額は
切り捨てる。 

（２）助成金対象者１人につ
き、当該年度５万円を限
度とする。 

 



様式第１号（第８条関係） 

  

年度鳥取県プロフェッショナル人材企業見学等交通費助成金事業実施報告書 

 

（１）申請者氏名 
 

 

（２）住所（居住） 

   地 

〒     － 

 

（３）連絡先電話 

番号 
固定電話・携帯電話 （        ）     － 

（４）対象者区分 
①鳥取県立ハローワーク求職登録者 

②とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点支援者 

（５）実務経験等 

概要 

①専門的な技術や免許資格、知識や技能 

 

 

 

②実務経験（概ね 3 年以上） 

 

 

 

（６）面接等企業 

 

①所在地 
〒    － 

 

②面接地 

 

①と違う場所で面接が実施される場合 

〒    － 

 

③企業名  

④種 別 

・企業見学    （実施日           ）    

・採用面接    （実施日           ）  

（７）助成対象経費 

 

費 目 金 額（円） 利用区間・利用距離・宿泊地 

鉄道賃   

航空賃   

バス料金   

自家用車利用料   

レンタカー賃借料   

高速道路料金   

宿泊料   

助成対象経費合計（Ａ）   

助成金額（Ａ）×１／２ 

※１，０００円未満切り捨て 
  

（８）利用回数及び 

既助成金額 

①１回目 

②２回目 

第１回 交付決定通知の文書番号 （第              号） 

     交付決定日       （平成   年    月    日） 

交付決定金額      （               円） 



 

（９）他の補助金の

活用の有無（予

定） 

 

  有 ・ 無 

「有」の場合、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問合せ先（補

助金を所管している団体名・部署名及び連絡先）を記入してください。 

 

 

 

（10）振込口座情

報 

（助成金を振り込

む口座の情報で

すので、十分確認

の上記入してく

ださい。） 

金融機関名  

支店名  

預金種別 普通預金 

口座番号  

口座名義（カタカ

ナ） 
 

 

＜添付書類＞ 

（１）とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点が支援する者については、（別紙１）を添付すること。 

（２）面接等実施証明書（別紙２） 

（３）助成対象経費に係る領収書の写し又は支払いを証明できるもの 

（４）自家用車利用及びレンタカー利用の場合は、インターネット等の推奨ルートで距離計算したページ

の写し等 

 
 



様式第２号（第９条関係）                     
第            号 

                                  年   月   日 

     

 

             様 

 

 

                          鳥取県知事          印 

 

 

鳥取県プロフェッショナル人材企業見学等交通費助成金交付決定及び交付額確定通知書 

 

  年  月  日付けの申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県プロフェ

ッショナル人材企業見学等交通費助成金（以下「本助成金」という。）については、鳥取県補助金等

交付規則（昭和３２年４月鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づ

き、下記のとおり交付することに決定し、併せて規則第１８条第１項の規定に基づき交付額を確定し

たので、規則第８条第１項及び規則第１８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 助成事業 

  本助成金の助成事業は、「鳥取県プロフェッショナル人材企業見学等交通費助成金」とし、その内容は

申請書に記載のとおりとする。 

 

２ 助成金交付額等 

  本助成金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。 

  （１）算定基準額    金           円 

  （２）交付決定額    金           円 

 

３ 経費の配分 

  本助成金の助成対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申請書に記載

されているとおりとする。 

 

４ 交付額の確定 

  本助成金の額の確定は、前記２の（２）の交付決定額のとおりとする。 

 

５ 助成規程の遵守 

  本助成金の収受及び使用、助成事業の遂行等に当たっては、規則及び鳥取県プロフェッショ

ナル人材企業見学等交通費助成金交付要綱（平成２８年４月１日第２０１６００００４０４７

号鳥取県商工労働部長通知）の規定に従わなければならない。 

 



 

（別紙１） 

  とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点支援証明書 

 

 

  年  月  日 

 

 鳥取県知事 ○○○○ 様 

 

対 象 者 氏名  

 

 

上記の者について、とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点が支援する者であることを証明します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

 

 

所 在 地 鳥取市東品治町１１１－１（ＪＲ鳥取駅構内） 

名  称 とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点 

氏  名                   

    

 

 

 

 

 



（別紙２） 

   

面接等実施証明書 

 

  年  月  日 

 

 鳥取県知事 ○○ ○○ 様 

 

対 象 者 氏名  

面接等年月日   年  月  日 

 

 

面接等の種別 

 

 

１ 企業見学    ２ 採用面接   

 

 

上記の者について、当社で面接等を実施したことを証明します。 

 

 

     年  月  日 

 

 

＜面接等実施企業＞ 

所 在 地 

企 業 名 

                     証 明 者                    

                      役職・氏名              

電   話 

 

 

 



 
 
 


